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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり2024年3月22日開催予定の第12期定時株主総会に

定款の一部変更に係る議案を付議することを決議しましたので、お知らせ致します。 

 

記 

 

１．定款の変更の理由 

(1) 変更案第2条第1号は、当社グループの事業内容の多角化、新規事業への進出に備えるため、新たな

事業目的を追加するものであります。 

(2) 変更案第30条第2項及び第3項は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠

監査役の選任に関する規定を新設するとともに、補欠監査役の選任決議の有効期間も定めるもので

あります。 

(3) 変更案第27条及び第35条は、取締役会議事録及び監査役会議事録について電磁的記録による作成

を可能とするためのものであります。 

 

２．定款変更の内容 

変更の内容は、次のとおりであります。（下線は変更部分を示します。）  

現 行 定 款 変  更  案 

（目的） 

第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。 

（新設） 

⑴ 第二種金融商品取引業 

⑵ 投資助言・代理業 

⑶ 投資運用業 

⑷ 匿名組合財産の運用、管理及びコンサルティン

グ 

⑸ 匿名組合出資持分等の集団投資スキーム持分に

関し出資された金銭の分別管理 

⑹ 有価証券の取得、運用、投資及び保有 

⑺ 匿名組合出資持分の取得、保有、処分及び媒介 

⑻ 不動産の取得、所有、売買、賃貸、仲介及び管理 

⑼ 不動産に係るコンサルティング 

（目的） 

第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。 

⑴  第一種金融商品取引業 

⑵ 第二種金融商品取引業 

⑶ 投資助言・代理業 

⑷ 投資運用業 

⑸ 匿名組合財産の運用、管理及びコンサルティン

グ 

⑹ 匿名組合出資持分等の集団投資スキーム持分に

関し出資された金銭の分別管理 

⑺ 有価証券の取得、運用、投資及び保有 

⑻ 匿名組合出資持分の取得、保有、処分及び媒介 

⑼ 不動産の取得、所有、売買、賃貸、仲介及び管理 

⑽ 不動産に係るコンサルティング 



⑽ 資産運用に係るコンサルティング 

⑾ 不動産に関する投資顧問業 

⑿ インターネット等の通信ネットワークを利用し

た各種情報提供サービス 

⒀  インターネットのウェブサイト、ウェブコンテ

ンツ及びホームページの企画立案、制作、保守及

び運営管理 

⒁ 不動産特定共同事業法に基づく事業 

⒂ 金銭の貸し付け、債務の保証並びにその他金融

業務 

⒃ 金融商品仲介業 

⒄ 金融サービス仲介業 

⒅ 前各号に付帯するその他一切の業務 

⑾ 資産運用に係るコンサルティング 

⑿ 不動産に関する投資顧問業 

⒀ インターネット等の通信ネットワークを利用し

た各種情報提サービス 

⒁  インターネットのウェブサイト、ウェブコンテ

ンツ及びホームページの企画立案、制作、保守及

び運営管理 

⒂ 不動産特定共同事業法に基づく事業 

⒃ 金銭の貸し付け、債務の保証並びにその他金融

業務 

⒄ 金融商品仲介業 

⒅ 金融サービス仲介業 

⒆ 前各号に付帯するその他一切の業務 

（取締役会の議事録） 

第 27 条 取締役会の議事録は法令で定めるところ

により作成し、議長並びに出席した取締

役及び監査役がこれに署名または記名

押印する。 

（取締役会の議事録） 

第 27 条 取締役会の議事については、法令の定め

るところにより議事録を作成する。 

（監査役の選任の方法） 

第 30 条 当会社の監査役は、株主総会において議決

権を行使することができる株主の議決 権

の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、そ

の議決権の過半数の決議によって選任す

る。 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

（監査役の選任の方法） 

第 30 条 当会社の監査役(補欠監査役を含む。)は、

株主総会において議決権を行使すること

ができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を

有する株主が出席し、その議決権の過半数

の決議によって選任する。 

2. 当会社は、会社法第 329 条第３項の規定に基づ

き、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる

場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選

任することができる。 

3. 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有

する期間は、当該決議後４年以内に終了する事業

年度のうち最終のものに関する定時株主総会の

開始の時までとする。 

（監査役会議事録） 

第 35 条 監査役会における議事の経過の要領及び

結果並びにその他法令で定める事項は、

監査役会において作成する議事録に記

載又は記録し、出席した監査役が署名又

は記名押印する。 

（監査役会議事録） 

第 35 条 監査役会の議事については、法令の定め

るところにより議事録を作成する。 

 
 

  



 

３．日程 

定款変更のための株主総会開催日    2024年3月22日 

定款変更の効力発生日         2024年3月22日 

 

以上 


